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〈子供の表記について〉 

   文中においては，「子供」と表記していますが，「放課後子ども教室」（※国においては「放課後子供教室」

と表記）や「放課後子ども総合プラン」等の固有名詞については，そのまま「子ども」と表記しています。 


